
■人口　33,712人（前月比）　－18人
　　　　男16,520人 女17,192人
■出生件数　　　9件 ■死亡件数　41件
■世帯数　14,271世帯 ※住民基本台帳から、12月31日現在

～議会を傍聴してみませんか～
　本会議（議案質疑・予算審査・
一般質問など）のライブ中継を
インターネットで配信していま
す。詳しい日程などは市議会ホ
ームページでお知らせします。
●日時　２月19日（水）
　　　　10:00開会予定
●場所　市役所５階議場
問議会事務局　☎22-1351

市議会２月定例会を
開催します

　り災証明書の区分で支給対象
となり、申請書を提出いただい
た方へ、次の表に基づく義援金
を１月17日に指定の口座へ入
金しました。あらためて通知は
しませんのでご確認ください。
今後、第２回配分がありました
ら広報などでお知らせします。
その際に再申請する必要はあり
ません。不明な点はお問い合わ
せください。
●支給基準（第１回配分）

区分 金額
死亡・行方不明者 １人当たり12万円
住宅全壊 １戸当たり12万円
住宅大規模半壊・半壊 １戸当たり6万円
住宅準半壊 １戸当たり1万2千円
住宅一部損壊 １戸当たり6千円

問福祉課　☎22-1400

台風19号災害義援金を
支給しました

２月は
　市県民税（５期）
　国民健康保険税（８期）
　後期高齢者医療保険料（８期）
　介護保険料（６期）

の納期です
「夜間収納総合窓口」開設
●日時　２月25日（火）
　　　　17:15～19:30
●場所　 収納管理室・会計

課・建設課

　台風19号により半壊以上の
被害にあわれた方で、り災判定
が確定する前に医療機関を受診
し、一部負担金を支払った場合
や、減免の対象者となっている
もののやむをえず一部負担金を
支払っている場合には、支払っ
た一部負担金を払い戻します。
●減免対象期間　令和元年10月
12日から令和２年１月31日ま
での診療（医科・歯科）、調剤
および訪問看護の一部負担金
※ 入院時の食事代、柔道整復師、

はり師・きゅう師などによる
施術代、補装具などは対象に
なりません。

●対象者の要件
①住家に全壊、大規模半壊、半
壊の被害を受けられた方

　「中退共」は、中小企業のた
めの国の退職金制度です。国の
制度だから安全・安心！　掛け
金の一部を国が助成します。
　また、掛け金は全額非課税で
手数料もかかりません。社外積
立だから管理も簡単。パートさ
んや家族従業員も加入できます。
　退職金は、ぜひ中退共におま
かせください。
問 （独）勤労者退職金共済機構中

小企業退職金共済事業本部
　☎03-6907-1234

事業主の皆さんへ
中小企業退職金共済制度

　国民年金保険料の納付が困難
な場合、申請により免除（全額・
一部）または納付猶予される制
度があります。免除（全額・一
部）の場合、保険料を全額納め
た場合と比べて将来受け取る年
金額の割合は次のとおりです。
●全額免除の場合･･･1/2
●3/4免除の場合･･･5/8
●半額免除の場合･･･3/4
●1/4免除の場合･･･7/8
※ 10年以内であれば追納によ

り増額することもできます。

国民年金保険料の一部免除が承認された方へ
～減額された保険料を納めないと未納扱いになります！～

　なお、一部免除については、
減額された保険料を納めないと
未納と同様の扱いになり、将来
受け取る年金額に計算されませ
んので、必ず納めてください。
　未納のままにしておくと、将
来の年金や障害、死亡といった
不測の事態が生じたときに障害
年金や遺族年金を受け取ること
ができない場合があります。
問大河原年金事務所
　☎0224-51-3111
　健康推進課　☎22-1362

　軽自動車税は、毎年４月１日
現在で登録がある車両に課税さ
れます。３月は車両の登録・廃
車などで窓口が大変混雑しま
す。できるだけ早い時期に手続
きを済ませてください。
●車種別の手続き先
・原付バイクや農耕作業車など
　税務課　☎22-1313
・軽二輪や二輪小型自動車
　東北運輸局宮城運輸支局
　☎050-5540-2011
・軽四輪など
　宮城県軽自動車協会
　☎050-3816-1830

廃車などの手続きは
お早めに！

②主たる生計維持者が死亡し、
または重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者が行方不明
となっている方
④主たる生計維持者が事業を廃
止し、または休止した方
⑤主たる生計維持者が失職し、
現在収入がない方
※ ②～⑤の場合はお問い合わせ

ください。
●申請期間　３月31日まで
●手続きに必要なもの
　領収書（原本）、通帳（国保
の方は世帯主、後期高齢者は被
保険者名義のもの）、り災証明
書（写し可）、印鑑（朱肉を使用す
るもの）、手続きを行う方の身分
証明書（運転免許証など）
問健康推進課　☎22-1362

●開設期間　２月17日（月）～
３月16日（月）　9:00～17:00

（受付は16:00まで）
※土・日を除く
●場所　大河原税務署東庁舎２階
問 大河原税務署
　☎0224-52-2202（自動音声
　案内で「２」を選択）

大河原税務署における
確定申告作成
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なつさんが、
法務大臣より人権擁護委員とし
て委嘱（再任）されました。
　人権擁護委員とは、地域の住
民の中から、人権問題に理解や
熱意のある人たちが市町村の推
薦を受け、法務大臣から委嘱さ
れた人たちです。
　現在、９人の委員が、交代で
人権に関する相談や、小中学校
などで人権教室を行うなど、命
の尊さや思いやりの大切さへの
理解を深めてもらう活動を行っ

ています。
　皆さんが毎日の生活を営んで
いく上で、これは人権問題では
ないかと感じたり、困ったりす
ることがあると思います。この
ような場合は、一人で悩まずに、
ぜひご相談ください。
※ 定例相談は25ページに掲載

しています。
●面談　法務局またはその支局
●電話　みんなの人権110番
☎0570-003-110
　（月～金：8:30～17:15）
問生活環境課　☎22-1314

守られていますか？　あなたの人権
～人権擁護委員はあなたのまちの身近な相談パートナーです～

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方へ
～台風19号で被災された方の一部負担金を償還します～

　台風19号による浸冠水で、
農産物などに被害を受けた農業
者の営農継続に係る負担を軽減
するため、種子購入経費の一部
を支援します。
●申請要件　大豆・水稲の販売
農家で、平年の収穫量に比べお
おむね30％以上の減収被害を
受けていること。
●補助率　３分の１
●助成内容　令和２年３月まで
に、次期作付の大豆・水稲の種
子を購入し、４月以降に再播種
または再定植すること。
●申請期限　２月10日（月）
問 農林課　☎22-1253

大豆・水稲次期作付種子
購入助成事業

市内の交通事故　12月１日～31日　※（　）は1月からの累計

■発生件数　93件（736件） ■死亡者数　 1人（  1人）
■負傷者数　８人（ 68人） ■物損件数　85件（676件）
■飲酒運転摘発者数　0人（ 5人）

　台風19号災害復興のため次
の方々からご寄付をいただきま
した。紙上からお礼申し上げま
す（敬称略）
神奈川県海老名市、山形県南陽
市、北海道登別市、日本商工会
議所青年部事務局、株式会社共
栄防災、大阪府泉佐野市、トー
ハツ県南サービス株式会社、株
式会社シャルレ、株式会社ユニ
クロ 大河原店、弘進ゴム株式
会社、山形県山形市、山形県鶴
岡市、岩手県奥州市、X-Elio 
Japan株式会社、愛媛県北宇和
郡鬼北町、秋田県横手市、愛知
県小牧市、白石市家庭バレーボ
ール協会、平間電設株式会社、
生活協同組合 全国都市職員災
害共済会、三浦玲子、登別市立
富岸小学校、登別市立青葉小学
校、カルチャートラベル株式会
社、特定非営利活動法人 小十
郎の郷、ヴェテランカークラブ
東京、宮城県市町村職員退職手
当組合、登別市幌別中学校、宮
城県国民健康保険団体連合会、
熊本県市長会、ダム・発電関係
市町村全国協議会、株式会社
DDTプロレスリング、宮城県
白石高等学校、宮城県市長会、
パワーシェアリング株式会社

（令和元年12月31日まで）

紙上から
お礼申し上げます
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お知らせ特急便

※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。


